
 
 
 

説 明 資 料 
全国知事会 
地方税制小委員会 

  

 

 

平成 21 年 10 月 29 日 



 

１ 平成２１年７月時点の試算（全国知事会「地方財政の展望と地方消費税特別委員会」とりまとめ） 

＜ケース１＞ＧＤＰが内閣府試算・底ばい継続シナリオ(単位：兆円)〔経済成長率：H22.△2.7%、H23.△3.1%、H24.△2.6%〕                             

区  分 H21 H22 H23 H24 H24－H21

歳出 Ａ 88.8 88.9 89.5 89.9 1.1

 義務的経費 51.0 51.1 52.0 52.5 1.5

 うち社会保障関係費 11.6 11.9 12.4 12.8 1.2

義務的経費以外の経費 37.8 37.8 37.5 37.4 ▲0.4

 

社会保障等生活関連経費 14.8 15.0 15.2 15.3 0.5

公共インフラ整備・維持経費 13.5 13.2 12.8 12.6 ▲0.9

地域活性化等経費 9.5 9.6 9.5 9.5 0.0

歳入 Ｂ 81.3 79.6 78.0 76.8 ▲4.5

財源不足額 Ｃ＝Ｂ－Ａ ▲7.5 ▲9.3 ▲11.5 ▲13.1 －

特例地方債等による補てん 6.6 6.8 7.4 8.0 －

基金取崩 0.9 2.4 2.0 0.2 －

なお残る財源不足額 - ▲0.1 ▲2.1 ▲4.9 －

基金残高 4.6 2.2 0.2 0 －
 
 

＜ケース２＞ＧＤＰが内閣府試算・順調回復シナリオ〔H22.△0.6%、H23.1.5%、H24.1.8%〕 

財源不足額 ▲7.5 ▲8.4 ▲9.1 ▲9.1 －

 なお残る財源不足額 - ▲0.0 ▲1.8 ▲3.2

基金残高 4.6 2.3 0.7 0 －
 

２ その後の主な変動要素 
   

○ 暫定税率の廃止      （歳入 ▲0.8） 

  ○ 直轄維持管理費負担金の廃止（歳出 ▲0.2） 

 
○社会保障関係費をはじめとする生活関連経費の増嵩により、地方の財源不足は年々拡大 
 
○財源不足を補填する基金残高も年々減少して平成 24 年度までに枯渇し、地方団体の財政運営は破綻の懸念 

 地方財政は危機的な財源不足 

財源不足額の推移
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＜ケース 1＞ 

＜ケース 1＞ 

都道府県・市町村とも破綻懸念都道府県破綻懸念

毎年の財源不足額がさらに約▲0.6 兆円ずつ拡大 
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　○　三位一体改革による地方の
　　疲弊に対応するためにとられた
　　地方財政上の措置

　＜Ｈ20＞
　　　地方再生対策費の創設　4,000億円

（税源移譲分△３．１兆円＋スリム化△１兆円）

△ ５.１兆円 （H15：23.9兆円 → H18：18.8兆円）

＋ ３.０兆円

△ ４.１兆円

税　  源 　 移  　譲

国 庫 補 助 負 担 金

地  方  交  付  税  等

＜　◎　地方交付税等の推移　＞

（地方交付税＋臨時財政対策債）

三位一体改革の結果（Ｈ⑯～Ｈ⑱）

トータルで約△６兆円

・ 税源は大都市に集中する傾向。

税源の乏しい地方ほど厳しい

状況。

地方法人特別税、地方法人特別

譲与税を「税制抜本改革におい

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

　 （１８．１兆円） （１６．９兆円） （１６．９兆円） （１５．９兆円） （１５．２兆円）
<△７．５％> <△６．５％> <＋０．１％> <△５．９％> <△４．４％>

国税５税分

10.6兆円 国税５税分

11.1兆円 国税５税分

12.0兆円 国税５税分

12.5兆円

国税５税分

　＜Ｈ21＞
　　　地方交付税の別枠加算　１兆円

三位一体改革の結果（Ｈ⑯～Ｈ⑱）

トータルで約△６兆円

・ 税源は大都市に集中する傾向。

税源の乏しい地方ほど厳しい

状況。

地方法人特別税、地方法人特別

譲与税を「税制抜本改革におい

て偏在性の小さい地方税体系の

構築が行われるまでの間の措置

として」暫定的に創設

うち5,000億円は暫定措置

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

　 （１８．１兆円） （１６．９兆円） （１６．９兆円） （１５．９兆円） （１５．２兆円）
<△７．５％> <△６．５％> <＋０．１％> <△５．９％> <△４．４％>

国税５税分

10.6兆円 国税５税分

11.1兆円 国税５税分

12.0兆円 国税５税分

12.5兆円

14.6兆円

一般会計
特例加算

特例加算

その他　0.6兆円

（２３．９兆円） （２１．１兆円） （２0．１兆円） （１８．８兆円） （１７．８兆円）

<＋５．１％> <△１２．０％> <△４．５％> <△６．５％> <△５．２％>

地方交付税と
臨時財政対策債の
合算額

地方交付税総額

そ の 他
1.8兆円

そ の 他
1.9兆円

国税５税分

（1/2） 5.5兆円

そ の 他
2.8兆円一般会計

（1/2） 3.9兆円

そ の 他
2.7兆円

一般会計

特例加算

（1/2） 2.2兆円

一般会計特例加算

（1/2） 0.7兆円

(1/2) 5.5兆円

0.3兆円

(1/2) 3.9兆円

(1/2) 2.2兆円

1.1兆円

(1/2)  0.7兆円

2.2兆円

臨時財政対策債

臨時財政対策債

5.9兆円

臨時財政対策債

4.2兆円

臨時財政対策債

3.2兆円

臨時財政対策債

2.9兆円

2.6兆円

臨時財政対策債

2.6兆円

0.3兆円
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104.7 

107.8 

114.5 

110.0 

115.0 

基本方針２００６に基づく地方のソフト政策経費の抑制

（単位：％）

（同 6.2%）

（同 3.0%）

<16.1兆円>

・ 国庫補助関係経費（医療・介護の公的負担など）は、毎年３～５％の伸び

【基本方針2006】 国の社会保障経費は 自然増マイナス2,200億円

・ それにもかかわらず、単独事業経費（医師確保対策など）は据置き

【基本方針2006】 今後５年間の地方単独一般行政経費は 2006年度と同程度の水準

○ 平成18（2006）年度を100

とした場合の累積伸び率

補助事業分

（補助12.3兆円）
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18 19 20 21

基本方針２００６に基づく地方のソフト政策経費の抑制

（単位：％）

（年度）

（補助10.7兆円）

<14.1兆円>

<13.8兆円>

（同 6.2%）

（対前年度4.7%）

（同 3.0%）

（対前年度▲0.9%）
（同 ▲0.8%） （同▲0.1%）

<16.1兆円>

・ 国庫補助関係経費（医療・介護の公的負担など）は、毎年３～５％の伸び

【基本方針2006】 国の社会保障経費は 自然増マイナス2,200億円

・ それにもかかわらず、単独事業経費（医師確保対策など）は据置き

【基本方針2006】 今後５年間の地方単独一般行政経費は 2006年度と同程度の水準

100.0

○ 平成18（2006）年度を100

とした場合の累積伸び率

補助事業分

単独事業分

H21

１兆円加算

★ 単独事業が補助事業

並みの伸び率であれば

▲２．３兆円の差

（補助12.3兆円）

うち5千億円

は暫定措置

※平成18年度の地方単独一般行政経費14.1兆円は、比較のために、⑱13.5兆円に⑲規模是正分0.6兆円を加算したもの。
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<14.1兆円>
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（同 3.0%）

（対前年度▲0.9%）
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<16.1兆円>

・ 国庫補助関係経費（医療・介護の公的負担など）は、毎年３～５％の伸び

【基本方針2006】 国の社会保障経費は 自然増マイナス2,200億円

・ それにもかかわらず、単独事業経費（医師確保対策など）は据置き

【基本方針2006】 今後５年間の地方単独一般行政経費は 2006年度と同程度の水準

100.0

○ 平成18（2006）年度を100

とした場合の累積伸び率

補助事業分

単独事業分

H21

１兆円加算

★ 単独事業が補助事業

並みの伸び率であれば

▲２．３兆円の差

（補助12.3兆円）

うち5千億円

は暫定措置

※平成18年度の地方単独一般行政経費14.1兆円は、比較のために、⑱13.5兆円に⑲規模是正分0.6兆円を加算したもの。 3



自動車関係諸税の税率と税収                       （単位：億円） 

税目  
摘 要 

（道路特定財源時の道路整備充当分） 
本則税率 

暫定税率に 
よる上乗せ 

21 年度収入（当初予算） 

総額 本則分 上乗せ分 

国
分 

揮発油税  
（ｓ24創設） 

全額  
24.3円/㍑ ＋24.3円/㍑ 

(48.6円) 
２６，２８０ １３，１４０ １３，１４０ 

自動車重量税 
（ｓ46創設） 

収入額の１/3は、自動車重量譲与税  
自家用乗用車の場合

2,500円/0.5t年

＋3,800円 
/0.5t年 
（6,300円） 

５，００７ ２，２０８ ２，７９９ 

石油ガス税 
（ｓ41創設） 

収入額の1/2、残り1/2は石油ガス譲与税 17.5円/ｋg - １３０ １３０ － 

国 分 の 合 計   ３１，４１７ １５，４７８ １５，９３９ 

地
方
分 

地方揮発油譲与税 
（旧・地方道路譲与税）  

（ｓ30創設） 

地方揮発油税全額 （揮発油税と併課） 
→ 都道府県と指定市：58/100 

市町村：42/100  
譲与基準 

県：一般国道と県道の延長と面積 
市町村：市町村道の  〃 

4.4円/㍑ ＋0.8円/㍑ 
（5.2円） 

２，８１２ ２，３７９ ４３３ 

石油ガス譲与税  
（ｓ41創設） 

石油ガス税収入額の1/2  
→ 都道府県と指定市  

- - １３３ １３３ － 

自動車重量譲与税  

自動車重量税収入額の1/3  
→ 市町村  

譲与基準 
市町村道の延長と面積 

自家用乗用車の場合

2,500円/0.5t年

＋3,800円 
/0.5t年 
（6,300円） 

３，３００ １，４５５ １，８４５ 

軽油引取税  
（ｓ31創設） 

全額  → 都道府県と指定市 
（指定市には道路面積等で按分し県から交付）

15.0円/㍑ ＋17.1円/㍑
（32.1円） 

９，２７７ ４，３３５ ４，９４２ 

自動車取得税  
（ｓ43創設） 

全額  
 → 都道府県と指定市： 3/10 

市町村：7/10  

取得価額の
３％  

自家用車は、
取得価額の 
＋2％（5％） 

２，５３３ １，６９８ ８３５ 

地 方 分 の 合 計 １８，０５５ １０，０００ ８，０５５ 

総  合  計  ４９，４７２ ２５，４７８ ２３，９９４ 
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○暫定税率の廃止と直轄事業負担金制度の廃止との関係（H21国予算 地財計画ベ ス）

自動車関係諸税の暫定税率廃止の影響について

１．暫定税率の廃止により、地方の歳入は約8,100億円の大幅な減収。

２．暫定税率の廃止による減収は、直轄事業負担金（建設費分）で相殺するとの議論

もあったが、H２２の概算要求では廃止となっていない。

３．仮に直轄事業負担金（建設費分）が廃止されたとしても、以下のような課題がある。

①市町村（政令市除く）は、基本的に直轄負担金を支出していない。

②直轄負担金の大半は地方債が充当されており、一般財源は大幅（6,500億円）に減少する。

⇒マニフェスト：「地方主権確立のため、地方の自主財源を大幅に増やす」と矛盾

○暫定税率の廃止と直轄事業負担金制度の廃止との関係（H21国予算・地財計画ベース）

　軽油引取税、自動車取得税、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税等 約18,100億円

本則税率分　約10,000億円 暫定税率分 約8,100億円

直轄負担金全体　約10,300億円

《財源内訳（推計）》

都道府県分（政令市特例含む）

約6,500億円
市町村分

約3,500億円
都道府県分（政令市特例含む）

約5,500億円
市町村分
約2,600億円

自動車関係諸税の暫定税率廃止の影響について

差額 約6,500億円

約1,700億円

１．暫定税率の廃止により、地方の歳入は約8,100億円の大幅な減収。

２．暫定税率の廃止による減収は、直轄事業負担金（建設費分）で相殺するとの議論

もあったが、H２２の概算要求では廃止となっていない。

３．仮に直轄事業負担金（建設費分）が廃止されたとしても、以下のような課題がある。

一般財源

約1,600億

維持管理費 建設費 約8,600億円

地方債

約7,000億円

①市町村（政令市除く）は、基本的に直轄負担金を支出していない。

②直轄負担金の大半は地方債が充当されており、一般財源は大幅（6,500億円）に減少する。

⇒マニフェスト：「地方主権確立のため、地方の自主財源を大幅に増やす」と矛盾
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地方環境税（仮称）について

○地方が自由に使えるお金を増やし、自
○2020年度までに 温室効果ガス

１．地方の自主財源の確保 ２．地球温暖化対策の推進と整合
性のとれた地方税制の構築

治体が地域のニーズに適切に応えら
れるようにする（三党連立政権合意）

○2020年度までに、温室効果ガス
△25％を国際公約

○エネルギー課税は、環境負荷に応じ○地域主権を確立し 地方の自主財源 ○ ネルギ 課税は、環境負荷に応じ
た課税となるよう検討（税制調査会
への諮問）

○地域主権を確立し、地方の自主財源
を大幅に増やす（民主党ﾏﾆﾌｪｽﾄ）

これらの課題への対応策として、地方環境税（仮称）の創設を提案
【地方環境税のｽｹﾙﾄﾝ】ｶﾞｿﾘﾝや軽油といった化石燃料に対し、炭素含有量に応じて課税

３．温室効果ガス削減のインセンティブ

○温室効果ガス削減のインセンティブとするためには 環境負荷が発生する○温室効果ガス削減のインセンティブとするためには、環境負荷が発生する

消費段階での課税が効果的 （⇒地方での課税）
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地方環境税（仮称）の骨子（素案） 

項  目 内    容 

１．課税主体 
都道府県 

※温暖化効果ガスの削減のインセンティブとするためには、環境負荷が発生する消費段階での課税が効果的 

２．課税客体 
元売業者又は特約業者からの揮発油及び軽油の引取りで、当該揮発油及び軽油の納入を伴うもの 

 ※「地球温暖化対策税」の議論とあわせ､地方税として電気･ガス税を課していた経緯も踏まえ､課税客体の拡大を検討 

３．納税義務者 元売業者又は特約業者から現実の納入を伴う揮発油及び軽油の引取りを行なう者 

４．課税標準 揮発油及び軽油の数量（「消費（販売）」量） 

５．税率 

揮発油等に含まれる「炭素量」に応じた税率とすることが考えられる ⇒ 揮発油１：軽油１.13  

税収規模を約 8,100 億円とした場合 ⇒ 揮発油 9.3 円／ℓ、軽油 10.5 円／ℓ 

 揮発油税＋地方揮発油税（国税） 軽油引取税（地方税） 
現行税率 ５３．８円／ℓ ３２．１円／ℓ 

うち 本則税率 ２８．７円／ℓ １５．０円／ℓ 
うち 暫定税率 ２５．１円／ℓ １７．１円／ℓ 

本則税率＋地方環境税 ３８．０円／ℓ ２５．５円／ℓ 

６．その他 

（１）普通税とする 

（２）自動車重量譲与税等の暫定税率分は、都道府県から市町村へ「税交付金」を交付する 

（３）その他の課題 

  ・現在の軽油等の免税制度の取扱い 

・施行期日 等 

 

全国知事会地方税制小委員会資料より作成 

7



日本と諸外国のガソリン価格・税負担額の比較

100 円
（74.0％） 94 円

（72.1％） 83 円
（73.7％）

61 円
（56.8％） 53 円

（56.2％）

10 円
（22.9％）

0

50

100

150

ドイツ フランス イギリス 日本 韓国 アメリカ

(注1) 英、独、仏、米は2009年1月時点IEA調べ。日本は2009年1月26日、石油情報センター調べ。韓国は2009年1月第4週、韓国石油公社調べ。
(注2）日本の税負担額には揮発油税、石油石炭税、消費税が含まれる。
(注3) 邦貨換算レート：1ドル＝約90円、1ポンド＝約131円、1ユーロ＝約120円、100ウォン＝約7円（2009年1月の為替レートの平均値、Bloomberg）

税負担額

ガソリン価格

135 円

42 円

95 円

107 円
113 円

131 円

（円／ℓ ）
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150

日本と諸外国の軽油価格・税負担額の比較

150
（円/ℓ）

100

軽油価格
112円

105円
98円

102円

83円 89円

税負担額

83円
(74.2%) 73円

(69.5%) 68円
(68.6%)

89円

50

55円

40円
(44.7%)

37円
(36.7%)

11円
(20.3%)

0
イギリス ドイツ 日本 フランス 韓国 アメリカ

(注1) 英、独、仏、米は2009年1月時点IEA調べ。日本は2009年1月26日、石油情報センター調べ。韓国は2009年1月第4週、韓国石油公社調べ。
(注2) 日本の税負担額には軽油引取税、石油石炭税、消費税が含まれる。
(注3) 邦貨換算レートは、1ドル＝約90円、1ポンド＝約131円、1ユーロ＝約120円、100ウォン＝約7円(2009年1月の為替レートの平均値、Bloomberg）
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(注）　平成１９年度決算額、人口1人当たり指数は、全国平均を１００とした数値で、平成20年3月３１日現在の住民基本台帳人口による。
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揮発油の流通経路と揮発油課税

（特別徴収義務者）

元売業者
（全国規模の大手業者）

特約業者
（ガソリンスタンドなど）

非課税

揮発油の「引取り」に対して課税

直営スタンド

元売業者
（全国規模の大手業者）

特約業者
（ガソリンスタンドなど）

直営スタンド

課税済 課税済

課税済

製油所 製油所

揮発油の「移出」に対して課税

【現行】 【地方環境税（仮称）】

揮発油の「引取り」に対して課税

○温暖化効果ガスの削減のインセンティブとするためには、環境負荷が発生する消費段階での課税が効果的。

○揮発油の流通経路は軽油と同様であり、元売・特約業者も重複することから、同様の仕組みによる課税が可能。

※都道府県において、「軽油流通情報管理システム（全国の流通量を集約）」の活用により、申告内容の適否を審査することが可能。

揮発油の流通経路と揮発油課税

（特別徴収義務者）

 

元売業者
（全国規模の大手業者）

特約業者
（ガソリンスタンドなど）

石油製品販売業者
（小規模販売店など）

需要家（自動車保有者）

非課税

課税済

揮発油の「引取り」に対して課税

直営スタンド

 

元売業者
（全国規模の大手業者）

特約業者
（ガソリンスタンドなど）

石油製品販売業者
（小規模販売店など）

需要家（自動車保有者）

直営スタンド

課税済 課税済

課税済

製油所 製油所

揮発油の「移出」に対して課税

【現行】 【地方環境税（仮称）】

揮発油の「引取り」に対して課税
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地方消費税について
１ 地方消費税は偏在性が小さい

人口１人あたり税収の偏在度 東京への

集中度

倍 全

１ 地方消費税は偏在性が小さい

12.312.6

12

14

兆円 個人住民税（Ｈ１９税源移譲）

２ 地方消費税の税収は安定的（税収推移）

地方消費税
（清算後）

東京 / 沖縄 ＝１．８倍

（２７千円） （１５千円）

全国の１３．１％

地方法人
税

東京 / 沖縄 ＝６．６倍 全国の２６．５％

9.3 9.2
9.7 9.5

8.6
8.1

8.3
7 4

9.8 9.8

10.4

8.3
9.1

8.0

8.1

9.38

10

12

法人二税

二税 （１９５千円） （２９千円）

地方税全体 東京 / 沖縄 ＝３．１倍

（５５６千円） （１７７千円）

全国の１７．５％

7.4
6.5 6.9 7.1

6.1 6.4
7.2

2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
2

4

6

地方消費税

⑲決算額による比較

３ 消費税の国と地方の配分

0.8
0

Ｈ9 Ｈ11 Ｈ13 Ｈ15 Ｈ17 Ｈ19

１９年度までは決算額、２０年度は地方財政計画額
「個人住民税」は配当割、株式等譲渡所得割、利子割を含む
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３０兆円

２１．９兆円（約６割）

平成１９年度 平成２３年度 平成２７年度
2007 2011 2015

２６兆円

○地方は、国民健康保険や介護保険など、国と地方の応分の負担により運営する社会保障制度のほかに、

保育所等の社会福祉施設の運営やケースワーカー等の配置、救急医療体制の確保など、地方独自の負担

により、地域に密着したきめ細かなサービスを幅広く提供。

○社会保障は、給付費のみではなく、施設運営費等 制度運営上必要な経費が一体となって達成されるもの。

介護・福祉等

５．１兆円

現在の「消費税・地方消費税」５％

→ 国：地方は３：２

地方への配分

地方消費税： 1％

地方交付税：1.18％※

（ 消費税 ）

６兆円

７兆円

１１兆円

社会保障関係費に関する地方負担

合計　３７．２兆円

１５．３兆円（約4割）

合計　４４兆円

合計　５１兆円

２１兆円

１８兆円

○地方は、国民健康保険や介護保険など、国と地方の応分の負担により運営する社会保障制度のほかに、

保育所等の社会福祉施設の運営やケースワーカー等の配置、救急医療体制の確保など、地方独自の負担

により、地域に密着したきめ細かなサービスを幅広く提供。

○社会保障は、給付費のみではなく、施設運営費等 制度運営上必要な経費が一体となって達成されるもの。

【国庫負担】

介護・福祉等

５．１兆円

医療

８．５兆円

年金

８．３兆円

年金 ０．４兆円

医療 ３．２兆円

介護・福祉等 ４．６兆

その他 地方が負担する

社会保障関係費

７．１兆円

現在の「消費税・地方消費税」５％

→ 国：地方は３：２

地方への配分

地方消費税： 1％

地方交付税：1.18％※

（※消費税4％の29.5％）

６兆円

１０兆円

１１兆円

７兆円

１１兆円

１２兆円

１兆円

６兆円

１兆円

４兆円

５兆円

８兆円

４兆円

１０兆円

【地方負担】

地方は、住民生活に密着した

サービスを総合的に供給

３

２

３
３

２
２

社会保障関係費に関する地方負担

※「社会保障関係費に関する地方負担等の将来推計（未定稿）」（Ｈ20．12）より作成
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H22年度地方交付税の概算要求の概要年度地方交付税 概算要求 概要

【三党連立政権合意、民主党マニフェスト】

（平成21年10月15日総務省公表資料より抜粋）

○ 「地域主権」を確立し、第一歩として、地方の自主財源を大幅に増やします。
○ 地方が自由に使えるお金を増やし、自治体が地域のニーズに適切に応えられるようにする。

交付税率を引き上げ、交付税総額（出口ベース）を１兆円以上増額

（１） 財源不足を国・地方で折半し、国負担分について交付税率を引上げ（３年間固定し、予見性を高める）

○ 国負担相当額 約４．３兆円 （交付税率 ４３．９％）

（２） Ｈ２３・２４の財源不足の変動は臨時財政対策債で調整し、地方財政の自立性を高める。

（３） 三位一体改革で削減された地方自主財源を復元する。（事項要求）

○ 復元額 約１．１兆円 ［所得税税源移譲額（約３兆円）の交付税率（３２％）相当額］

要求額 ： 出口ベース 約１６ ９兆円 （Ｈ２１比 ＋約１ １兆円）要求額 ： 出口ベース 約１６．９兆円 （Ｈ２１比 ＋約１．１兆円）
《 入口ベース 約１８．３兆円 （Ｈ２１比 ＋約２．２兆円） 》
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政府税制調査会への地方の参加

連立政権樹立に当たっての政策合意（抜粋）
７．地域の活性化

○国と地方の協議を法制化し 地方の声 現場の声を聞きながら 国と地方の役割を見直し 地○国と地方の協議を法制化し、地方の声、現場の声を聞きながら、国と地方の役割を見直し、地
方に権限を大幅に移譲する。

民主党マニフェスト（抜粋）民主党マニフェスト（抜粋）
４．地域主権
○国と地方の協議の場を法律に基づいて設置する。

民主党政策集ＩＮＤＥＸ２００９（抜粋）
●税制改正過程の抜本改革

地方税については、地方６団体、総務大臣、新たな政府税制調査会が対等の立場で協議を行い
ますます。

税制調査会 内閣総理大臣諮問（抜粋）
（５）国と地方が対等なパートナーとして地域主権を確立し 地方の再生を図る観点から 地方税（５）国と地方が対等なパ トナ として地域主権を確立し、地方の再生を図る観点から、地方税
制のあり方について検討すること。その際、国・地方の役割分担の見直しと合わせた税財源配分
のあり方の見直し、地方の声を十分に反映する仕組み及び地方税制に関する国の関与のあり方
についても検討すること。

⇒地方税制について地方が参画する仕組みを創設すべき
15




